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本稿では技術市場における，補完性を持つ特許のパテントプール形成とその厚生的帰結を検討した．

技術市場のパテントプールは “one-stop-shopping”の目的に反して，複数に分割しているか，若しく

は強力なアウトサイダーが存在することが知られている．本稿のモデルは企業間の契約が拘束的（ir-

reversible）であるという仮定の下でこの観測された事実を説明し，技術市場では一般的な補完性の下

で全体提携が成立せず，多重独占問題の 1つである所謂アンチコモンズの悲劇が発生する事を示した．

特許間の補完性はパテントプール形成に影響を与える．特許の補完性が高い時 1つの大規模な提携の

他に複数の小規模な提携（アウトサイダー）が発生する．これは特許が完全補完である時に特許保有企

業数が増加すると不可避的にアウトサイダーが発生する事を示した Aoki and Nagaoka（2005）と整合

的である．補完性の低下と共にアウトサイダーの数は減少する．ある閾値まで補完性が低まると大規

模な提携が成立しないため更に提携は分割される．最も補完性が低い場合にのみ例外的に全体提携が

成立する．これらは全て企業が持つ，大規模な提携の外部で正の外部性を享受しようとするインセン

ティブによって説明される．この結果パテントプールが複数存在する技術市場ではあらゆる補完性の

下でアンチコモンズの悲劇が発生する．すなわち設定される市場価格が独占価格を下回る事がないた

め，パテントプールは特許権が存在する下での企業利潤最大化と社会厚生最大化を達成出来ない．

JEL Classification Codes : D43, K39, L11

1．はじめに

特許間に補完性（同時消費する事により消費

者便益が上がる性質）が存在する際に生じる非

効率性は Heller（1998）によって指摘され，

“Patent Thicket Problem”（特許の藪の問題）と

して知られている．Shapiro（2001）はこの問題

をアンチコモンズ（の悲劇）とホールドアップ1）

に分類した．このうちアンチコモンズの悲劇は，

同時に消費される複数の財が別の主体によって

供給されている時，ある 1つの財の価格上昇に

よって他の財の需要を同時に減少させるという

負の外部性を考慮せずに各供給主体が価格設定

を行うために，市場での合算価格が独占価格を

上回るという多重独占問題である．Shapiro

（2001）はまた，パテントプールがこれらの問題

の解決策となる事を示唆した．前者については

Lerner and Tirole（2004）によって，補完性の高

い特許のプールは厚生を改善させる事，代替的

な場合はその逆となる事が理論的に示された．

また同時に “independent licensing”2）を課せば

前者は安定3），後者は不安定なプールとなる事

が示された．Lerner and Tirole（2004）のシナリ

オにおいては厚生上望ましいパテントプールが

技術市場に 1つのみ形成され，安定的に存在す

る．すなわち複数の企業が高い補完性を持つ財

を供給する場合には，市場において協調が成立

し 1社の独占企業のように行動するためアンチ

コモンズの悲劇は発生しない．これは取引コス

トが無ければ所有権の分布は厚生に影響を与え

ずパレート最適な結果が実現するという Coase

の定理の一例である．
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しかし現実にこの理想的な結果は実現してい

ない．補完性が予想される技術市場では，通常

DVDや Blu-ray市場のように複数のパテント

プールが内在したり，MPEG-2 市場のように

強力なアウトサイダー（i.e. IBM）が存在する4）．

パテントプールの分割については Lerner and

Tirole（2004）においても “We have assumed on

all-or-nothing pool. In practice, pools may be

formed with a subset of the relevant patents,

which raises the interesting issue of holdouts.”

とされている．

本稿ではパテントプールが分割形成されると

いう広く観察された事実を記述する理論モデル

を定式化した．またその場合の厚生的な帰結に

ついて，一般的な補完性の下での分析を行った．

理論モデルについては経済主体間の協調を分

析する交渉行動の非協力アプローチモデルを採

用している．交渉行動の非協力アプローチモデ

ルとしては Rubinstein（1982），Selten（1988），

Ray and Vohra（1999）が挙げられる．特に Ray

and Vohra（1999）は拘束的な契約（irreversible

contract）が可能な下で，正の外部性（positive

externalities）が存在する環境での提携形成を

分析した． Maskin（2003）や Ray（2007）でも指

摘されているように，拘束的な契約下で正の外

部性が充分大きく存在する場合，Coaseの定理

が成立せずに非効率な結果が実現することが知

られている．ここで正の外部性とは提携を組ん

だ際にその提携の外部に居るプレイヤーが得る

利益の事であり，技術市場においては他社がパ

テントプールを形成した際のアンチコモンズの

悲劇の是正，つまり競争・交渉相手の減少によ

る利益であるといえる．従ってアンチコモンズ

の悲劇が深刻であればあるほど全体提携が成立

し難くなることがこの理論から示唆される．技

術市場におけるアウトサイダーの利益は Aoki

and Nagaoka（2005）において free-rider effect

と呼ばれている．

本稿ではこれらの交渉行動モデルにおいて，

提携形成に関わる要因として特許の補完性を取

り入れている．次章においては，形成されるパ

テントプールの提携規模が特許の補完性を示す

変数 s
 と大きくかかわりを持つ事が示される．

s
 は市場において自由な価格設定を行うこと

が出来る最小のパテントプールの規模を同時に

意味する．クールノー競争を行う市場での提携

形成を分析した Bloch（1996）のモデルにおいて

は補完性の要素が存在しないため，全ての提携

が常に自由な価格設定を行う事が可能である．

すなわち Bloch（1996）のモデルにおいては常に

s
 =1である事を意味する．これは特許の文脈

では完全補完であるという事と同値であり，こ

の意味で Bloch（1996）は本稿のモデルの特殊ケ

ースとなっている．

本稿のモデルの結論は以下のようである．ま

ず一般的な補完性の下で技術市場において全体

提携によるパテントプールが組まれることは無

い．パテントプールの分割の帰結として，あら

ゆる補完性の下で市場でのライセンス合算価格

は全体提携の場合に対して上昇する．かつそれ

により企業の合計利潤最大化と社会厚生最大化

は実現しない．このモデルでは静学的な状況下

において，パテントプールが分割する事と合算

価格が独占価格を上回る事が同値である事を示

した．すなわち補完性の程度によらず，複数の

パテントプールの併存は必ず厚生損失を発生さ

せる．また本稿では特許の補完性に応じてパテ

ントプールの分割パターンが変化することを示

した．本稿のモデルは各企業が持つ，大規模な

提携の外部で正の外部性を享受するインセンテ

ィブこそが現実での複数のパテントプール・ア

ウトサイダーの発生要因であると結論する．

Lerner and Tirole（2004）は一般的な補完性の

下でパテントプールの厚生に与える影響を分析

した．しかしパテントプールの存在について

all-or-nothing のモデルだった Lerner and Tir-
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ole（2004）では，補完性が上昇すればアンチコ

モンズの悲劇が深刻化するため，それを回避で

きる全体提携による安定的なパテントプールが

均衡上で実現した．現実ではパテントプールが

分割して存在する事が一般的であるため，提携

形成の過程を定式化した上での厚生評価を行う

必要がある．前述した正の外部性を考慮してプ

レイヤーのパテントプールからの逸脱インセン

ティブを示した Aoki and Nagaoka（2005）のケ

ースでは全ての特許が必須特許（完全補完特許）

であったため，全ての逸脱者は必ず自由な価格

設定を行うことが出来た．従ってプールからの

逸脱者が発生すると必ずアンチコモンズの悲劇

により厚生損失が発生した．一方，一般的な補

完性の下で複数のプールが併存する場合，アン

チコモンズの悲劇の効果とパテントプールが分

割した事による競争効果が同時に存在するため

にその厚生評価が自明でなかった．本稿のモデ

ルではパテントプールの提携形成をモデル化し

た上で，一般的な補完性の元での厚生評価を行

っている．

またこの交渉モデルでは現実に存在するパテ

ントプールの分割要因である規格間競争・世代

間競争といった要因をアドホックに仮定しない

最もシンプルな状況に在っても，特許が既に存

在する研究開発 “事後”において市場では全体

提携が成立しないことを示すものである．例え

ば企業間の交渉の難しさや時間的な遅れといっ

た何らかの「取引コスト」の要素を取り入れる

事が出来る実時間交渉モデルを採用すれば，全

体提携が形成されない均衡を導く事は容易であ

る．すなわちパテントプールを形成してアンチ

コモンズの悲劇を是正するベネフィットに対し

て，そうした取引コストが高いのであれば，パ

テントプールの提携が形成されないのは自明で

ある．本稿のモデルにおいてはこうした取引コ

ストを仮定せず，特許の補完性という性質のみ

から生じる帰結として，市場での自由な取引に

よってパテントプールの全体提携が成立しない

事を示した．本稿のモデルでは取引コストを仮

定するモデルに対して全体提携形成の不可能性

をより少ない条件で示している．

例えば前述した Blu-rayの技術市場では，同

じ Blu-rayの特許をライセンスし，規格間競争

を行っているわけではない One-Blueと BD4C

の 2つのパテントプールが併存している．この

ような場合，これら 2つのパテントプールのラ

イセンシーが支払う特許ロイヤリティの合算価

格はどのような水準になると予想されるであろ

うか．本稿のモデルはこうした現実の政策上の

問いに答えるものである．すなわち，静学的な

厚生は単独のパテントプールが運営された場合

に対し，必ず減少する．

以下，第 2章でパテントプールの提携形成を

記述する理論モデルを示す．続く 3章ではそれ

を利用した比較静学，厚生分析を行う．最後の

4章で本稿のまとめと限界について論じる．

2．理論モデル

同質的な特許を 1 つ保有している企業がm

社存在し，3rd partyに対してライセンシング

を行い利潤を最大化する状況を検討する．2

stage gameを考える．1st stageにおいて提携

形成の契約を結ぶ交渉ゲームを行い，2nd

stage において 1st stage で決定された分割に

従って価格競争を行う5）．

1st stageにおいて，プレイヤーm社の中か

ら等確率で 1 社の proposer が選ばれる．pro-

poserはm社の部分集合 sに配分をオファーす

る．sには自身を含み，自身のみの提携も認め

る事とする．ある stateでの proposerの行動，

proposal ρとは，プレイヤーmの分割を l，分

割の集合を Lとして，
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ρ ≡ ( s, y ) , y ≡ y ( l ),

l∀ =( l, s, ĺ ) , l∀ ∊m ( l∪s ) （1）

である．ただし l, ĺは lの subpartition であっ

て，sの前に形成されたものと，sの後に形成

されるものを表す．s∪ l=ϕ, s∪ĺ=ϕである．

また y ( l ) は sに対する配分を表す s次元ベク

トルであり，外部性が存在するため lと自身が

オファーする sを合わせた l∪sの以後に起こ

りうる，全ての subpartition の可能性 l∀ につ

いての l∀ に対して配分を設定する．また提携 s

と分割 lに依存して決定される partition func-

tion，v ( s  l ) に対して

v ( s  l ) ≥ ∑


y, l∀ （2）

である．s内の s−1社は responderとなり，自

然が決めた順序に従って行動 accept, reject を

決定する．全ての responder が accept を採る

と，msに対して同様の試行が繰り返される．

一度決定された s内のプレイヤーは二度と pro-

poserおよび responderになることは出来ない

とする（拘束的な契約）．ここでまだ提携を組ん

でいないプレイヤーを active playerと呼ぶ．

あるプレイヤーが rejectを選択した場合，その

プレイヤーが次の proposerとなって同様の試

行を行う rejector-proposed protocol6）を仮定す

る．その時全てのプレイヤーの利得から割引因

子 δが割り引かれる．ここでは δは充分 1 に

近いとする．この意味は交渉が長引くことによ

る各プレイヤーのコストが無視できるほど小さ

いという事であり，1章で述べた取引コストを

仮定しないという事と整合的な仮定である．

ある施行において active playerが 0となっ

た場合 2nd stageへ移行する．交渉が無限に続

く場合全てのプレイヤーの利得は 0とする．全

ての state，proposer であれば ( l )，respond-

erであれば ( l, ρ ) に対して行動を対応させる

ものがプレイヤーの 1st stageでの純戦略であ

る7）．

次に，2nd stageにおいて 1st stageで形成さ

れた提携の分割の下で価格競争を行う．ライセ

ンシー θが閉区間 −
A

2
,
A

2  の範囲に一様分
布しており，それぞれ特許から，

θ+V ( i ) , i = 1, 2, ⋯, m

の価値を得る．V は特許数 iに対応した価値を

返す関数であり，全てのライセンシーについて

共通である．

0 < V (1) < V (2) < ⋯⋯ < V (m )

とする．この時の特許バンドルに対する需要関

数は，ライセンシーの累積分布関数を F とす

ると，

D (P−V ( i ) ) = 1−F (P−V ( i ) )

= 1−
P−V ( i )

A
（3）

となる．ただし Pはライセンシーに購入され

る特許バンドルの合計価格である8）．ここで任

意の特許バンドルのネットの価格 P−V ( i ) に

ついて，P−V ( i )>−
A

2
を仮定する．これは

ライセンシーの分布に関するパラメータ制約で

あるが，内点解保証のためであり本質的な仮定

ではない．

2nd stageにおける各提携の proposersの行

動は，自身が属する提携 sが保有する特許バン

ドルの価格 pの設定である．ここでライセン

シーは各提携が付けた価格に従って，特許価値

から価格を引いたネットの価値が最も高い特許

バンドルを購入する．簡単化のため Lerner

and Tirole（2004）と同様，ネットの価値が等し

い特許バンドルが存在する場合特許の数が多い

バンドルをライセンシーが厳密に好むと仮定す

る．

ここで取引される特許バンドルについて 2つ

言及する．第 1に，均衡においては全ての特許

が取引される．何故ならば特許の価値関数 V
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が厳密に単調増加でありかつ取引に際してコス

トを仮定していないため，各提携は充分に低い

価格を付けることにより利得を取引されない場

合の 0よりも厳密に大きくすることが出来るか

らである．第 2に，購入される特許バンドルは

ライセンシーが持つ固有の値 θには依存しな

い．最もネットの価値が高い特許バンドルは，

各提携が価格設定をした後全てのライセンシー

について一意に定まる．価格水準によって変化

するものは取引量であり，取引される特許バン

ドル自体ではない．そしてここで取引される特

許バンドルとは全ての特許m個である．

各提携 sの proposersは最適化問題，

arg.max pD ( p+p_s−V (m ) ) （4）

に直面する．この最適化問題の解を ṕとする．

以下で述べる制約が効かない限り proposersは

均衡において ṕを設定する．ここで提携 sの特

許が取引されるには，mの任意の部分集合 J

と，J に含まれる特許数  J に対して，

V (  J +s )−∑
́

ṕ−p

≥ max
  V (  J  )−∑

́

ṕ （5）

が満たされる必要がある．これが満たされなけ

れば全てのライセンシーは J に属する企業と

のみ契約するからである．この制約式は全ての

特許が取引される場合，

V (m )−p−p ≥ V (m−s )−p （6）

と書き換えられる．ここで，

z ≡ p = V (m )−V (m−s )

と定義する．最適化問題の解 ṕに対して ṕ>z

である場合，提携 sの特許バンドルはライセン

シーの購入計画から外され利得は 0となる．ま

た最適化問題が pに対して厳密な凹関数であ

るため設定可能な最高価格 zより低く価格を

付けるインセンティブは存在しない．よってこ

のような sについては均衡において価格 zを

設定する．この価格設定能力 zこそが，sの

msに対する補完性の定義となる．各提携 sの

partition function，v ( s  l ) は p
 ≡min { ṕ, z }

と定義すれば

v ( s  l ) = p
 D ( p

 +p
−V (m ) ) （7）

と書ける．すなわち ṕ≤zと ṕ>zのケースに

応じて 2種類の partition functionが存在する．

前者を Lerner and Tirole（2004）に基づき de-

mand marginbinding，dの提携と呼び，後者を

competition margin binding，cの提携と呼ぶこ

とにする．このゲームで採用する均衡概念はサ

ブゲーム完全均衡である．

最後に特許の価値関数 V の形状に関して以

下の仮定を置く．任意の提携 sと sに関して，

提携が生み出せる特許の平均価値
z+s

s+s
−

z

s
≡εが，

ε >
z

s 1−
z+z

z+s 
とする．これは提携の規模を大きくすることに

よって，生み出せる特許の価値も一定量上昇す

ることを要求する制約条件である．この仮定は

解析的に均衡を導出するための純粋に技術的な

仮定であると共に，特許価値を高めるための提

携形成が意味を持つような状況を想定するため

の仮定である．この仮定が満たされない場合，

関数 V の形状によっては後述する命題 1にお

いて均衡での提携分割を特徴付ける s
 よりも

小規模かつ平均利得の高い提携 s
 >s

 ≥1が

存在する可能性が生じる．s
 =1であるなら

ば完全補完特許である．その場合 s
 に代わり

s
 が提携分割を特徴付ける提携規模になり，

提携は更に分割する事になる．このモデルの主

張は，特許が完全補完という極限的な状況から

離れるとき，s
 =1ではない補完性に依存する
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ある提携の規模が存在して，それが均衡での提

携形成を特徴づけるという事である．従ってこ

の仮定が満たされない場合であっても，補完性

の制約により 1社より大きい企業数の提携を結

ばなければ自由な価格設定が不可能になる可能

性があるという本質的な主張に変わりはない．

この仮定により他の事情が一定の場合はより大

きな提携を組む事によって，自由な価格設定を

行えない提携の平均利得が高くなる．これは

V の形状が厳密に凹であることを包含してい

る．特許の価値関数 V が厳密に凹であるとは，

i番目に利用される特許の限界的な価値の貢献

分 w ( i )≡V ( i )−V ( i−1) が定義された時，

w ( i ) が iに対して厳密に単調減少であること

をいう．

導出にあたり symmetric partition function9）

に対する 2つの定理を利用する．以下のノーテ

ーションを用意する．subpartition ĺに含まれ

るプレイヤーの数を k ( ĺ ) , (k ( ĺ )<m, k (ϕ )=

0)，ĺまで形成された時点での active playerの

数をm ( ĺ ) , (m ( ĺ )=m−k ( ĺ ) )，ĺの次に形成

される提携の大きさを t ( ĺ ) とする．

定理 1（Ray and Vohra（1999））

以下のアルゴリズムに従って形成される分割

lを考える．

まず k ( ĺ )=m−1の時 t ( ĺ )=1と約束する．

更に l∀ , s. t . k ( ĺ )≥n+1, for , some, n≥0につい

てそこから組まれる提携の列，

c ( l ) = l, t ( l ) , t ( l, t ( l ) ) , ⋯⋯

を 定 義 す る が，こ こ で t∀ ( l ) は {1, 2, ⋯⋯,

m−m ( l ) } の中で提携の平均利得 a ( t )≡
v ( t  c ( l, t ) )

t
を最大にするものであって，か

つその中で最も大きな数 tとする．この時 l=

c (ϕ ) は均衡上で実現する．

提携の平均利得は，外部性が存在するために

自身が組む提携の後に作られる提携の分割の仕

方に依存する．しかし結果的に各提携の平均利

得を最大にしていくような分割 lが存在し，

それは均衡上で実現する．これ自体は単なるア

ルゴリズムであり，展開形ゲームにおけるバッ

クワードインダクションのようなゲーム理論的

解法ではない．

定理 2（Ray（2007）, Chapter5）

δが 1 に充分近く，rejector-proposed proto-

colであり，更に以下の条件を満たす時このア

ルゴリズムで表現される分割 lは均衡上でユ

ニークに実現する分割である．

l∀ についてそこから組める提携の大きさに制

約 o∊{1, ⋯⋯, m−k ( l ) } を定めて， o∀ につい

て，

t ( l ) ≡ arg. max

v ( t  c ( l, t ) )
t

を定義した時，任意の a ( l ) について a ( l )≥

a ( l, t ) , t∀ ∊t ( l ) を満たす．

この定理の仮定は，組める提携の大きさにど

のような制約があっても先に提携を組む事が損

にはならないことを要求している．これは直感

的には均衡上で全ての responderが acceptを

採るための必要条件であり，1度 rejectを採っ

て自身の提携形成を後回しにした方が利得が高

くなるようなパスを排除している．証明は Ray

and Vohra（1999）および Ray（2007）を参照され

たい．

分割 lに含まれる提携を l=( s, s, ⋯) とし，

一般性を失う事無く s≥s≥⋯⋯≥sとなるよ

うに並べる．ただし nは分割 lに含まれる提

携の数である．また最適価格 ṕに対して z≥ ṕ

かつ z< ṕであるような番号を iとし，そ

の時の提携の大きさを s
 とする．lにおける

最適価格 ṕおよび市場価格 Pは
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ṕ =
1

i+1 A+V (m )− ∑


 

z  （8）

P =
i

i+1
(A+V (m ) )+

1

i+1
∑


 

z

（9）

と書ける．ここで均衡における提携形成につい

ての命題を得る．

命題 1

このゲームにおいて唯一均衡で実現する分割

lでは，m−vs
 <{ (v+2)2+1} s

 を満足す

る最小の v個，s
 の大きさの提携が組まれ，

(v+1)s
 とm−{ (v+1)+v } s

 の大きさの

提携が 1つずつ組まれる．そのような vが存在

しない時，s
 の大きさの提携がm≥v́s

 を満

足する最大の v́個組まれ，m−v́s
 の大きさの

提携が 1つ組まれる．

証明はアペンディクスを参照されたい．s
 は

lにおいて自由な価格設定が可能な最小の提

携の大きさであり， s∀ , ś∀ ∊lについて

s < ś ⇔ z < ź （10）

であるから， s∀ の補完性 z
∀ が高ければ s

 は

小さくなり，低ければ s
 は大きくなる．命題

1 の 1 つ目の条件式は
m

s


<(v+2)+v+1と

変形でき，左辺は企業数を s
 で除したもので

ある．従って s
 が小さくなれば条件式を満た

す最小の vが大きくなり，市場に生まれる提携

数が増加する事がわかる．一方 s
 が充分に大

きいと提携形成は 2つ目の条件式に従うが，こ

こにおいても s
 がより小さいほうが市場の提

携数は増加する．例外的な状況である最も代替

的なケース，すなわち全体提携を除くあらゆる

提携において最適価格が設定出来ないケース，

に置いては v́も 0 となり，m−v́s
 =mの全体

提携が 1つ組まれる．

補完性と提携数の関係

命題 1から補完性の低さを表す s
 が重要な

役割を果たしている事が分かる．実際，各条件

式に s
 が含まれる事以外はクールノーゲーム

での提携形成を分析した Bloch（1996）と同様の

結果である．その理由は最適価格 ṕを 1 社単

独でも設定出来るほど極めて補完性が高いなら

ば，partition functionが dの提携のそれ 1種類

となるためである．この命題は直感的には自身

が提携を組む時点で，その後アンチコモンズを

回避するための大規模な提携が形成されうるだ

けの充分な企業数が active playerとして残っ
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ている限り企業は平均利得の高い小規模な提携

を形成し続けるが，そうでないほど企業数が少

ないならばアンチコモンズの不利益が大きすぎ

るために企業は自身が大規模な提携を形成せざ

るを得なくなるという事を主張している．ただ

し前者の状況に置いて，自由な価格設定が可能

な提携の規模 s
 までは担保される必要のある

ことがここでの追加的な制約条件になっている．

この結果は，寡占市場のカルテルの文脈では

カルテルの規模が充分大きくない限り不安定と

なるとした Stigler（1983），Salant, Switzer, and

Reynolds（1983），技術市場でのパテントプー

ルの文脈では企業数の増加により不可避的にア

ウトサイダーが生まれるとする Aoki and Na-

gaoka（2005）と整合的である．

3．比較静学・厚生分析

この節では前節のモデルから得られる企業利

潤と社会厚生上のインプリケーションについて

論じる．まず企業利潤について，以下の命題が

成り立つ．

命題 2

パテントプールが複数存在する時，各パテン

トプールが設定する合計市場価格 Ṕは独占価

格 Pを上回る．

証明

特許権が存在する下で企業の合計利潤を最大

化させる価格，換言すれば全体提携の場合に付

ける独占価格は

P ≡ arg.maxPD (P−V (m ) ) =
A+V (m )

2

（11）

で，ある．命題 1 から均衡で実現する分割 l

では d の提携が必ず 1 つ以上存在する．従っ

て i≥1である．また i=1の時は必ず cの提

携が 1つ以上存在する．よってその時の市場合

計価格 Ṕは

Ṕ = iṕ+ ∑


 

z

=
i

i+1
(A+V (m ) )+

1

i+1
∑


 

z

>
1
2

(A+V (m ) ) = P （12）

となる．□

この系は市場に置いて企業間での自由な提携

形成を認めても，一般的にはパテントプールが

分割しアンチコモンズの悲劇が生じる事を主張

している．これの直感的な理解としては，正の

外部性を享受するために市場で形成される複数

の提携の中には，自由に価格設定を行えるほど

“強い”提携が必ず 1つ以上存在し，それらが付

ける価格は独占価格を必ず上回り更に残された

提携は自身が生み出す限界的な価値貢献分をそ

こに上乗せする形で価格を設定するからである．

Lerner and Tirole（2004）における，特許が代替

的な場合は市場に企業が 2社以上存在すれば市

場合計価格が独占価格を下回るという結論と大

きく異なる点である．これは現実の技術市場の

中で，相対的に補完性が低く規模の大きいパテ

ントプールが形成されていない市場においてむ

しろ大きなアンチコモンズの悲劇が発生する可

能性を示唆している．

補完性と市場価格の関係

また命題 2からただちに以下の系が導かれる．

系 1

パテントプールが複数存在する時，パテント

プールは企業の合計利潤最大化を実現出来ない．

証明
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価格設定の最適化問題は
∂PD (P−V (m ) )

∂P 

=−
A

2
<0であるので Pについて厳密な凹関

数である．よって Pを上回るあらゆる価格に

ついて合計企業利潤は Pの時のそれを下回る．

□

アンチコモンズの悲劇の効果が大きくなるに

つれて合計企業利潤は減少していく事が分かる．

社会厚生についても以下の命題が成り立つ．

命題 3

パテントプールが複数存在する時，パテント

プールは特許権が存在する下での社会厚生最大

化を実現出来ない．

証明

このモデルに置いて財の供給コストは 0であ

るので，社会厚生は消費者が得る価値の合計で

ある．系 1より，

P < Ṕ ⇔ D (P−V (m ) )

> D ( Ṕ−V (m ) )

⇔ ∫


 
θ+V (m ) dθ

≥ ∫


́ 
θ+V (m ) dθ （13）

となり，独占の場合と比較して均衡の分割 l

での社会厚生は低い事が分かる．□

命題 3は一般的な特許の補完性の下で Coase

の定理が満たされない事を主張している．

4．結語

本稿では交渉問題の非協力アプローチモデル

を用いた分析によって，現実に観測されるパテ

ントプールの分割・アウトサイダーの発生を記

述した．またその厚生的な帰結を検討した．そ

こでは特許の補完性の度合いが重要な役割を果

たすことが示された．ただし本稿では議論の重

要な前提として，交渉コストが無視できるほど

小さい状況，すなわち δが充分 1 に近い状況

を想定した．仮に交渉コスト，具体的には市場

でライセンス販売するまでの時間的遅れ等が充

分大きい場合には proposerと responderは対

称的な立場ではなくなる．提携形成に際して先

行者が大きく有利になるような状況では，本稿

とは異なる結論が導かれる可能性がある．次に

ライセンサーとライセンシーが同一である場合，

ダウンストリームの市場での rent-dissipation

effectを考慮する必要がある．この場合特許ラ

イセンス価格は更に上昇することが予想される
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が，この場合にも同様のインプリケーションが

導かれるか厳密に検討する事が必要である．ま

た現実のパテントプール契約に組み込まれる重

要な条項，具体的には independent licensing，

グラントバック等の条項についてモデル内での

内生化を行わなかった．このような契約が市場

に置いて事前に取り決められる場合，企業の提

携形成インセンティブに影響を与える可能性が

ある．最後に，自由市場に置いて社会厚生最大

化が実現されないのならば，パテントプール契

約に際しての最適な制度設計を模索する必要が

ある．これらの問題の検討は本分析の分析範囲

を超える，今後の課題である．

（投稿受付 2017年 4月 11日・
最終決定 2018年 1月 11日，

一橋大学大学院経済学研究科大学院生）

注

1） ホールドアップとは財の生産後に特許侵害を指

摘された企業の交渉力が
回発明・財の再生産のコス

トに応じて低下する問題をいう．この問題は財の補完

性が存在せずとも発生しうる．

2） パテントプールに拠出する特許について，各企

業が独自に第三者と通常実施権契約を結ぶことを認め

るパテントプール契約内の条項を指す．

3） ここで安定とは，independent licensingを行う

インセンティブが全ての企業について存在しない事を

いう．

4） Blu-rayのプールには三菱電機，トムソンライ

センシング，東芝，ワーナーブラザーズホームエンタ

ーテイメント社が参加する BD4C と，ソニー，パナ

ソニック，フィリップス等が参加する One-Blueが存

在する．DVD，MPEG2 の事例については Aoki and

Nagaoka（2005）参照．

5） 以下のモデルは Ray and Vohra（1999）および

Lerner and Tirole（2004）に基づいている．

6） Ray（2007）, Chapter 5を参照．

7） 1st stageのみの縮約ゲームを考えると行動を

割り振る stateが有限でない事が分かるが，ここでの

戦略は historyに依存せず stateのコンディションの

みで規定可能なMarkov strategyとなっている．後に

示されるアルゴリズムにより，均衡上では分割がユニ

ークに定まり stage2へと移行する事が分かる．詳し

くは Ray（2007），Chapter 4を参照．

8） 連続体の消費者を仮定するのは，消費者の支払

意思額にバリエーションを持たせることにより右下が

りの需要曲線を得るためである．市場に消費者が 1人

しかおらず，価格 x以上を支払わない消費者である

場合，x以上の市場価格が付けられることはなくアン

チコモンズは発生しない．

9） partition function が symmetric であるとは，

分割が与えられた時各提携の得る利得が提携の大きさ

にのみ依存するものをいう．詳しくは Ray（2007），

Chapter 5を参照．
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技術的補論

命題 1 の証明を行う．以下の証明は Bloch
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（1996）に基づく．

証明

m ( l ) に対して場合分けを行い，それぞれ平

均利得を最大化する提携の大きさを検討する．

STEP1としてm ( l )<s
 の場合を検討する．

m ( l ) の大きさの提携を形成しても dの提携と

はならない．この時 lの後に組まれる提携 s
∀

は，sに変わって sに s 
∀ を加えた s+sの提

携を組めば必ず平均利得が高くなる事を示す．

ここで ∑


  zから sと sの提携分を除い

たものを ∑ zと書くと，

a−a =
z

s+s

(A+V (m )−∑ z−z)

A ( i+1)

−
z

s

(A+V (m )−∑ z−z−z)

A ( i+1)

=
( s+s) s
A ( i+1)  

z+s

s+s
−

z

s  (A+V (m )

−∑ z−z)−
z

s
( z−z−z) 

>
( s+s) s
A ( i+1)  z 

z+s

s+s
−

z

s 
−

z

s
( z+s−z−z)  > 0

である．3 列目の不等号は A+V (m )−∑ z

>2zである事から言えるが，これは事前に

dの提携が 1つでも存在する場合は自明であり，

c の提携のみの場合は competition margin

bindingの制約条件から導かれる．よって t ( l )

=m ( l ) である．

STEP2 としてm ( l )>s
 であるが同一の大

きさの提携を 2つ dの提携にすることは出来

ない
m ( l )

2
<s

 の状況，s
 ≤m ( l )<2s

 の場

合を検討する．自身が d の提携を形成した場

合を考える．以後の提携は必ず cの提携になり，

STEP1より 1つの cの提携が形成される．こ

の時 dの提携の中で最小の s
 を組む事が望ま

しいことを示す．ある d の提携 sの平均利得

から規模を 1 社増やした場合の平均利得を引

くと， z   −z   =ω， A+V (m )−

∑


  z=Xと置いて，

a−a =
1
s

X 

A ( i+1) −
1

s+1
(X+ω )

A ( i+1)

=


1
s
X −2ωX−ω 

A ( i+1)s ( s+1)

である．分子の括弧内を ωについて解くと，

ω < A+V (m )− ∑


 

z    1+
1
s

−1

の時式全体が正値を取る．

A+V (m )− ∑


 

z > V ( s+1)−V (0)

> ( s+1)ω

である事と，dの提携が必ず 1つ以上含まれる

ため i≥1である事から，条件式の右辺から左

辺を引くと，

1
s

−
2

( i+1) s
−

1

( i+1)s


> 0

となる．よって d の提携を組む場合は最小の

s
 を組む．cの提携を選択する時は STEP1か

ら最大の提携 s
 −1が最も平均利得が高くなる．

その場合は s
 −1→s

 等と文字を置き換えれ

ば同様の操作となるのでこれ以降は最小の d

が好まれるケース，すなわち
z

 

s
 −1

<
ṕ

s


を仮

定して議論を進める．t ( l )=s
 である．

STEP3として形成することの出来る dの個

数が最大 xであるm ( l ) を検討する．d の個

数が所与であれば STEP2 より最小の s
 を組

む事が望ましいが，自身の提携を充分に大きく

取れば後に形成される dの提携の個数を変化

させることが出来る．ここでmが組める最大
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の d の数を iと書く．この時 ( i−x+1)

>xの範囲で，

t ( l ) = s
 , t ( l, s

 ) = s
 , t ( l, s

 , s
 )

= s
 , ⋯⋯, t ( l, s

 , ⋯⋯, s
 ) = m ( l )−xs



となる事を示す．数学的帰納法を用いる．

x=1の時 STEP2 より成立する．x−1におい

て成立すると仮定する．なお組む提携の大きさ

を s
 の y倍として表現すると，STEP2 より

y∀ ∊ℜについて [y ] は yよりも平均利得が大

きい．何故ならば ys
 <t<(y+1) s

 の範囲の

tの提携を組むと，帰納法の仮定よりその範囲

内で提携の大きさを変化させても dの数は変

わらず，自身の大きさと最後の cの大きさのト

レードオフになるからである．従って y∊N

のみを検討すればよい．自身が s
 の y倍の大

きさの提携を組めば，帰納法の仮定よりその後

に作られる提携の数が y−1個減るので，平均

利得は

a ( t ( l ) ) =

(A+V (m )−∑


  z)


ys
 A [ i−x+{x−(y−1) }+1] ,

(1 ≤ y ≤ x )

と書ける．分母の y [ i−x+{x−(y−1) }+

1]
部分は yの 3次式であり，

y [ i−x+{x−(y−1) }+1]

= y −2 ( i+2) y +( i+2)y

の極小値を見ると ( i+2) (>x ) であるので，

分母は yについて逆 U 字型である．よって y

=1と y=xを比較すればよい．

(A+V (m )−∑


  z)


s
 A ( i+1)

>
(A+V (m )−∑



  z)


xs
 A ( i−x+2)

となるのは ( i−x+2)>( i+1)x，すなわ

ち ( i−x+1)>xの時である．よって題意

は示された．t ( l )=s
 である．

STEP4 と し て ( i−x+1)s
 ≤m ( l )<

{ ( i−x+2)+1} s
 の場合を検討する．ここ

から 1 つ s
 が組まれると STEP3 の環境とな

る．STEP3より，この時点で dの提携が組ま

れる場合 xs
 の大きさが選択される．cの提携

の方が望ましい場合はm ( l )−xs
 が先に選択

される．t ( l )=xs
 , t ( l, xs

 )=m ( l )−xs
 , or ,

t ( l )=m ( l )−xs
 , t ( l, m ( l )−xs

 )=xs
 で

ある．

STEP5 として { ( i−x+2)+1} s
 ≤m ( l )

の場合 t ( l )=s
 である事を示す．組む提携の

大 き さ を tと し，m ( l )−t<( i−x+2)s


を満たすほど tを大きく取る．この時 tは dの

提携である．提携 tが新たに形成されたのでこ

の後の状況では xが 1 つ減る．すなわち

STEP3 の環境となる．次に tを充分に小さく

取れば，dの提携であることを維持したまま，

m ( l )−t≥( i−x+2)s
 とする事が出来る．

右辺は提携 tを形成後に STEP4の下限となる

値である．partition functionの形状から dの提

携が少ないほど平均利得が高くなるので，

STEP3と STEP4の結論から，後者の範囲の t

の方が期待利得が高くなる事が分かる．最後に

STEP3と同様に，

( i−x+1+v )s
 ≤ m ( l )−vs



< { ( i−x+2+v )+1} s


を満たす vまで s
 が作られるとして，両端

の 平 均 利 得
(A+V (m )−∑



  z)


s
 A ( i−x+v+2) と

(A+V (m )−∑


  z)


vs
 A ( i−x+3) の比較をすればよ

い．これは ( i−x+2)>vにおいて s
 が最

適な提携の規模となるが，i−x≥vであるの

でこれを満たす．t ( l )=s
 である．

すなわち，lにおいては i=v+1，初期に

おいて i=xであって， { ( i−x+2+v )+
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1}= [ (v+2)+1] である．従ってm−vs
 <

{ (v+2)+1} s
 を満足する最大の v個 s

 の提

携が組まれ， (v+1)s
 の提携と，m−{ (v+

1)+v } s
 の提携が組まれる．

続いて上記の lが定理 2の条件を満たすこ

とを示す．組める提携の大きさに制約の無い

o∀ ≥(v+1)s
 の時，

a ( s
 ) > max {a ( (v+1)s

 ) ,

a (m−k (v+1)+v } s
 ) }

≥ min {a ( (v+1)−2s
 ) ,

a (m−{ (v+1)+v } s
 ) }

という平均利得の大きさの順に提携が組まれる

ので条件を満たす．また s
 < o∀ <(v+1)s

 の

時，d の提携を組む場合に s
 より大きい提携

を組むインセンティブは存在しない．よって提

携の平均利得を形成される順に並べると

a ( s
 ) , a ( s

 ) , ⋯⋯, a (m−i s
 )

となる．最後に作られる cの提携の平均利得は

仮定から a ( s
 ) より小さい．最後に o∀ <s

 の

時は上記の列の a ( s
 ) が a ( o )，iが 

m

o  に
変わるが，最後に作られる cの提携の平均利得

は仮定から a ( o ) より小さい．よって定理 2の

条件は満たされる．□
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